
別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨
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①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討
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住宅 中小規模一般住宅と共同
住宅が建ち並ぶ住宅地域

仙川1.4 ㎞

特にない 基準方位　北　　
６ｍ区道

仙川駅北方1.4 ㎞

景気は緩やかな回復傾向で、世田谷区の人口は微減が続いていたが、
直近では微増。地価は若干の上昇傾向にある。

最寄駅からやや遠く、バス利用圏内である、需要は軟調である。

個別的要因に変動はない。

一般住宅を中心にアパート、マンション等の共同住宅が存する住宅地域で、地域要因に格別の変動要因は見られ
ず、今後も同様の住環境を維持するものと予測する。地価は若干の上昇傾向で推移していくものと予測する。

年 月 日
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更地としての鑑定評価
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円
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(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

最寄駅から比較的距離がある戸建住宅を中心とする住宅地域で一部にアパート等の収益物件は在するが、土地価格に見
合う賃料水準は形成されておらず、収益性は低い。居住の快適性等が重視される住宅地域で、自用目的の取引が中心で
あることから、市場の実態を反映した規範性の高い取引事例より求めた比準価格を重視し、収益価格を比較考量して、
指定基準地、周辺公示地との検討及び市場分析結果等を踏まえた調整を行い、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

同一需給圏は世田谷区内の京王線及び京王井の頭線の最寄駅を中心とする住宅地域である。需要者の中心は戸建住宅地
としての自己利用を目的とした区内在住者又は区外からの転入者等である。三鷹市、調布市との境界に近く、最寄駅か
らの距離があるため、駅近の物件と比較して取引単価は低位傾向にある。需要の中心は、１２０㎡程度の土地価格で４
～５千万円程度。新築戸建住宅は１００㎡程度の敷地で６千万円台が中心である。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

世田谷(都) － 40

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 5

令和 5 7 1

令和 5 7 7

世田谷(都)　 － 40 東京都 区部第７ 不動産鑑定士 木村悦人

株式会社アセット・コンサルティング

令和 5 6 26

令和 5 7 4

世田谷区給田五丁目３９番２
「給田５－１０－１０」

115

1：1.5 Ｗ 2

東6 m
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１低専
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0 15 50 30 低層住宅地

9 13 120 長方形
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地区計画等
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